
青年等就農計画制度のあらまし 

新規就農 
希望者 

認定新規 
就農者 

認定農業者 育成 育成 

青年等就農計画制度（H26年度から認定主体が滋賀県から彦根市へ） 
 

 → 彦根市が基本構想に照らして、青年等就農計画を審査・認定 
  ○新規就農者の確保・定着 
  ○認定農業者を見据え、新規就農者を育成（最大5年間） 
  ○各種支援施策を一体的に展開（後述の表を参照） 

各種支援施策 問い合わせ先 

青年等就農資金などの農業制度資金 日本政策金融公庫など 

青年就農給付金（経営開始型） 彦根市 農林水産課 

経営所得安定対策 
（平成27年産からゲタ・ナラシの対象） 

彦根市農業再生協議会 
（彦根市 農林水産課、ＪＡ東びわこ） 

農用地利用集積に関する施策 

滋賀県農地中間管理機構 
農地利用集積円滑化団体（ＪＡ東びわこ） 

彦根市農業委員会 
彦根市 農林水産課 

新規就農に 
向けた準備 

青年等就農計画 
などの作成 

計画の 
認定申請 

認定の審査 

認定新規 
就農者！ 

「彦根市 農林水産課（以下、市）」または「湖東農業農村振興事務所 農産
普及課 （以下、県）」にまずはご相談ください。 

青年等就農計画を作成するに当たり、その基になる収支計画等を作成して
ください。なお、作成に際し、県を中心に指導・助言を行います。 

青年等就農計画とその根拠資料の作成後、市に計画の認定を申請 
 → 市が農業委員会・ＪＡ・県等の農業関係機関から意見聴取 
 → 聴取した意見を参考にしつつ、市が認定要件の適否を審査 
  ○その計画が彦根市基本構想に照らして適切なものであること。  
  ○その計画が達成される見込みが確実であること。 
  ○期間終了後に農業経営改善計画の認定を受ける見込みがあること。 

・市から青年等就農計画認定書が交付される。 
・農業経営指標に基づく自己チェックを毎年実施し、結果を市に報告 

有効期限 最大5年間 

（最大5年間） 

◎青年等就農計画制度について 

◎手続きの流れ 


